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(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■咽月■日
最高裁判所 御中

凸

住 所

氏 名

電話番号’

有留晋吾

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

ありどめしん ご

有留晋吾

1 （ふ り が な）

氏 名

年
日

2生 月
昭和42年9月14日

福岡家庭裁判所少年次席書記官3離職時の官職

令和2年11月24日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4離職前の求職開始日，

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

ﾛ

職務内容所属。官職 在職期間

福岡家庭裁判所

少年次席書記官

自令和2年11月24日

至 令和3年7月30日
書記官事務

ゲ

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日
日

I
職6離 令和3年7月30日日

Ｉ
Ｉ
Ｌ
■

7再 就 職 日 令和3年8月1日

L』再就職先の名称：福岡簡易裁判所

8再就職先の名称及び連絡先

「
再就職先の連絡先
二一一一一一二 ■

L

「』

l lq

ﾛ 日

L 琴9リ
戸 ’

一一



裁判事務9再就職先の業務内容

1

簡易裁判所判事10再就職先における地位
』

無11求 、職 の 承 認 の 有 口有 ■無
』

I ~

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ‘

（B上記援助がなかった場合）

I
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

I

／

露顕瀞蕊謬溌舜鰯 蝿と

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）
． 、

’ ’零■恩■”
最高裁判所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り エが な）

氏 名

型

年
日2生 月

|・年■■月■■■日b

>艮 〆家庭観剤il所謂序 査宮3離職時の官職

I ，
ロ

年平成 月 日

職前の求職開始日がなかった場合）

4離職前の求職開始日
側雛

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至平成

年
年
月
月

日
日

自平成

至，平成

年
年
月
月

日
日

鐵｡.ユ年3．月 ウ/‘日
八〆八

職6離 日

－百T鰯． 3年斗月 ｜ 貝､

7再 就 職 日

再就職先の名称: ､学穣遁/(間邑大学
8再就職先の名称及び連絡先

一

再就職先の連絡先：
画

h j溺隠」

L灘』 L蕊鱗

，甑 謬十 3覇

型

"蝋鴬r、 瓠



司戒福祉科目鋤講義9再就職先の業務内容

非輪勤講師10再就職先における地位 ‘

画撫11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

蛾口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

■■年ﾛ月ﾛ日
最高裁判所 御中

住 所

氏 名石川哲男

電話番号｜
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

’
1 （ふ ､ り が な）

氏 名

いしかわてつお

石川哲男
〃

■

■

2生 年 月 日

3離．職時の官職

令和異年ノ｡ 月 ／ 日
I

4離職前の求職開始日

’ （口離職前の求職開始日がなかった場合）

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
一ﾛ ﾆ

I B

所属・官職 在職期間 職務内容
一一壬一一一b ＝ 一一

刑事裁判事務令和2年/汐月7－目
令和3年3月31日

那覇地方裁判所

刑事首席書記官

自
至

／

自
至

年
年
月
月

日
日

自
至

年
年
月
月

日

■

U■

自
至
自
至

年
年
年
年
月
月
月
月

日
日
日
日

令和3年3月3i日
一.

令和3年4月1日

6離 職 日

7再 就 職 日

｜再就職先の名称：那覇公証センターノ0

8再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先： | ’

9再就職先の業務内容

10再就職先における地位 事琶昆一

「響駿 1 1 鰯 ‘

’ 1 L
L 軸 dも

現

ヒゴ

ざ

撫 雅 隠



11求 職 、の 承 認 の ‘有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定ずる組織による離職後の就職の
援助の有無 ． ’口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

届記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

'

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当するロの中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

〆

／



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2型第2項関連）

｜年■月■。
最高裁判‘所御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

も

2生 年 ‘ 月 日

3離職時の官職
三一L 二二

4離職前の求職開始日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜~在職期間 職務内所属・官職所属・官職 在職期間 職務内

5

容

怒伺正久｜
嘱Ｌ令
祢
瀧
剥
も
爺
牟

、
奨
啄

２
９
－
７狩
一

日
日
／
部
月
月
３
Ｊ
年
年

３
３
和
和

〈
わ
〈
祠

自

至 列
自
至
一

令和

令和

年
年
月
月

日
日

日
日
矛
矛

〈
ね
．
〈
祠

自
至

年‘,月
年 月

日
日 《

和
和

〈
祠
〈
祠

宮
口
一
主

和
和

〈
祠
〈
祠

宮
口
一
主

年
年
年
年
月
月
月
月 ｌ日日日日’

令和『3年 3 月 う／ 日

令和 一ナ 年 /O月 、 ／ 日

再就職先の名称;測砺硬榊lf咋蜥評

6離 職 日

7再 就 職 日

8再就職先の名称及び連絡先

就職先の連絡先
－

産



鰯‘'戻蒜9再就職先の業務内容

濟桐信溌10再就職先における地位

圧撫11求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

庄嚥口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■
■
■
日
日
■記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

郷 、， 鰯訟 緋 、f〆

灘認§ 。 髄雲灘錨懸※鰯 畷
＄l

瀞
剖煉

濯郷 江も
訟舞諭盟 28驫鼎 晶穏

(記載上の注意）
l □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

／


